
令和７年 １０月１ ４日  

京都市建設局土木管理部 

道路明示課  

 

 

道路区域明示・土地境界明示申請書等の電子申請について 

 

 

令和４年４月１日から道路区域明示・土地境界明示申請について、インターネ

ットを介した申請を運用してきました。 

令和７年１０月１４日より提出フォームが変更となりますので、提出方法に

ついては、別紙の「道路区域明示・土地境界明示申請書等の電子申請マニュアル」 

をご参照ください。  

 

記  

 

１ 変更の概要  

「京都府・市町村共同電子申請システム」の変更 

詳細は別紙の「道路区域明示・土地境界明示申請書等の電子申請マニュアル」 

を参照ください。  

※ 申請ＨＰ  

 https://apply.e-tumo.jp/city-kyoto-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=87 

 

２ 対象となる申請書類 

・ 道路区域明示・土地境界明示申請書一式（認定道路） 

・ 土地境界明示申請書一式（里道・水路）  

これまでどおり、PDF データを圧縮ファイルに変換して御提出ください。 

 

３ 提出フォーム変更日時 

令和７年１０月１４日（火） 午後１時 

 

４ 備考  

これまでどおり、道路区域明示・土地境界明示申請書を窓口で提出いただくこ

とも可能です。 

 

 



 

 

道路区域明示・土地境界明示申請書等の電子申請マニュアル 

 

 

１ 下記のＵＲＬから、京都府・市町村共同電子申請システムの「道路区域明示・ 

土地境界明示申請書等受付」の申請ホームページを開いてください。  

※ 申請ホームページ 

https://apply.e-tumo.jp/city-kyoto-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=87 

 

２「申請者」「電話番号」「連絡先メールアドレス」を入力し、下記のとおりファ

イルを作成してから「ファイルの選択」をクリックし、ファイルを添付してく

ださい。  

※ 資料ごとに下記のファイル名でＰＤＦデータを保存した上でフォルダにま

とめ、圧縮ファイル（zip 形式）にして御提出ください。  

1 申請書（様式 1）  

2 付近見取図  

3 公図等の写し  

4 地籍調書  

5 登記事項証明書  

6 実測平面図（土地境界明示申請の場合）  

7 その他市長が必要と認める書面  

※「7 その他市長が必要と認める書面」は必要に応じて御提出ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 

３ 提出フォームの一例  

（１）「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 10 月 14 日 13：00～ 



 

※ 利用者登録される方は「利用者区分」で「代理人」にチェックしないで 

ください。  

代理人として登録された ID ではログインできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）利用規約をご確認いただき「同意する」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 10 月 14 日 13：00～ 

2025 年 10 月 14 日 13：00～ 



 

（３）必須項目を入力及びファイルを添付し、「確認へ進む」をクリックしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４） 内容確認の画面が表示されますので、記載内容に変更がなければ「申込

む」をクリックしてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 以上で、提出完了です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（６）申込完了通知メールで整理番号とパスワードが送付されます。 

   申込内容や処理状況照会の際に必要となります。 

 

   申し込み後、１週間経過しても道路明示課から連絡がない場合は、道路

明示課まで確認の連絡をお願いします。 

 

 


